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「細則２－15 条件付自動型ＡＩシステムを導入する顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所の自主保安基準」の

解説 

 

条件付自動型ＡＩシステムは、セルフ給油取扱所において予め設定した環境条件等を満たす場合にのみ、給油

または注油の許可を判断し、危険物の供給開始または停止を自動で行うＡＩシステムです。令和６年国通知によ

り、顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所において、条件付自動ＡＩシステムの導入に向けた実証実験の実施の

要件及び手続きの運用が示されました。 

当該通知を受け、条件付自動型ＡＩシステムの導入向けた実証実験を実施する顧客に自ら給油等をさせる給油

取扱所は、保安管理等の基準である細則２－15を定める必要があります。 

関係通知：【令和６．３．29消防危 75】 

 

 

 

 

 

「条件付自動型ＡＩシステム」と

は、「セルフ給油取扱所において予め

設定した環境条件等を満たす場合に

のみ、給油または注油の許可を判断

し、危険物の供給開始または停止を自

動で行うＡＩシステム」のことです。 

交代要求とは、実証実験に用いる条

件付自動型ＡＩシステムが、給油又は

注油の許可を行わず警報発報等を行

うことであり、次に掲げる場合に、交

代要求が行われるように設定される

必要があります。 

・セルフ給油取扱所または実証レーン

の状況が予め設定した環境条件の範

囲外となった場合 

・ＡＩシステムを構成する設備または

機器の故障、システム障害または通信

障害が発生した場合 

・顧客による給油または注油に係る作

業について、給油ノズル等の給油口等

への挿入や、車両の適切な位置への停

車、容器が適正な位置にあることを検

知できなくなった場合 

・顧客の給油作業中に給油ノズルが自

動車等の給油口に挿入された状態で

顧客が給油口から離れた場合 

・給油作業中の実証レーン付近に複数

の顧客が立ち入った場合 

・実証レーンの周辺に火気が発生した

場合 

既存のセルフ給油取扱所で、条件付

自動型ＡＩシステムの実証実験のた

めに新たなに監視カメラ等の機器や

ソフトウェアを設置する場合は、管轄

消防署に変更許可申請が必要になり

ます。 
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施設の実態に応じて変更、削除して

ください。また、特記すべき事項があ

る場合、追加で記載してください。 

「情報提供型ＡＩシステム」とは、

「セルフ給油取扱所において給油の

許可の判断に資する情報を従業員へ

提供するＡＩシステム」のことです。 

なお、本細則を定めたセルフ給油取

扱所は、「細則２－12 情報提供型Ａ

Ｉシステムを導入する顧客に自ら給

油等をさせる給油取扱所の自主保安

基準」について定める必要はありませ

ん。 

 


